
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年８月２２日(木)開催 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公共施設等総合管理計画庁内検討委員会

耐用年数を超過する施設の増加について 

 

〇１４施設（第４グループ／１０年間で１４施設）を対象とした場合 

　　　・改修にかかる費用を抑えられ、より実現可能な計画となる。 

　　　・第５期（計画策定から４５年）を終えても、一度も改修できない施設がある。 

　　　・耐用年数を超えても改修されない施設の発現数が、施設改修実施のペースを上回ってしま

うため、マネジメント実施計画に定めている、大規模改修、長寿命化改修を繰り返し、施設

の長寿命化を図ることができない。 

 

　　　　■耐用年数を超えても改修されない施設数（累計） 

　  
第２期：　８施設（子ども相談室、滝の根テニスコート、本町放課後児童クラブ　など） 

　　第３期：１５施設（総合体育館、内間木公民館、青葉台公園管理事務所　など） 
　　第４期：１０施設（埋蔵文化センター、浜崎放課後児童クラブ　など） 
　　第５期：　４施設（浜崎放課後児童クラブ、溝沼放課後児童クラブ　など） 

 

〇３１施設（第５グループ／１０年間で３１施設）を対象とした場合 

・改修にかかる費用は大きくなる。 

　　　・すべての施設の１回目の改修を第４期の初期で終え、それ以降は２回目以降の改修に着手

する計画。改修の進捗は第１期計画からは遅れるものの、改修を繰り返すことでの長寿命

化を図れる。 

 

■耐用年数を超えても改修されない施設数（累計） 

 
第２期：  ８施設（子ども相談室、滝の根テニスコート、本町放課後児童クラブ　など） 
第３期：　２施設（内間木公民館、朝志ヶ丘放課後児童クラブ） 

　　　　第４期：　０施設 
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